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スタートします！

社会保障・税番号制度

マイナンバーって何？

どんな場面で使うの？

マイナンバー
　マイナンバー（社会保障・税番号）制度とは、すべての
人に１人１つの番号を持っていただき、社会保障、税、災
害対策の分野で効率的に情報を管理し、さまざまな機関が
持っている個人の情報が、同じ人の情報であることを確認
するための社会基盤となる制度です。
　社会保障や税に関わる事務の効率化、また所得状況等が
より正確に把握でき、社会保障の給付や税負担の公平化が
図られるなど、多くの効果が期待されます。

　国民一人ひとりが持つ 12 桁の番号をマイナン
バー（個人番号）といいます。今年の 10月以降に、
マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票
の住所あてに送付されます。

　平成 28年 1月から、社会
保障、税、災害対策の行政手
続でマイナンバーが必要に
なります。マイナンバーは、
年金・雇用保険・医療保険
の手続き、福祉分野の給付、
確定申告などの税の手続き
などで、申請書等に記載を求
められることになります。

証券会社や保険会社等にマイ
ナンバーを提示すると、税金
の処理などに使用されます

厚生年金の請求の際に、年金
事務所にマイナンバーを提示
します

勤務先にマイナンバーを提示
し、源泉徴収票等に記載します

毎年６月の児童手当の現況届
の際に、市町村にマイナンバー
を提示します

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

顧客のマイナンバーを法
定調書等に記載して税務
署等に提出します

金融機関

勤務先

従業員やその扶養家族の
マイナンバーを源泉徴収
票等に記載して税務署や
市町村に提出します

市町村

年金事務所

10月から
マイナンバーが
一人ひとりに
通知されます

1234･･･････

1234･･･････ 1234･･･････

1234･･･････
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問合先　企画総務部人事情報室
　　　　（☎84－5031）

特集１  マイナンバー制度

メリットは？

今後のスケジュール

安心・安全な仕組みづくり

面倒な手続きが簡単に ! 手続きが正確で早くできる! 給付金などの不当受給の防止

　行政機関や地方公共団体など

で、さまざまな情報の照会、転

記、入力などに要している時間

や労力が削減されます。複数の

業務の間での連携が進み、作業

の無駄が削減されます。

　住民票や所得証明などの添付

が不要になるなど、行政手続が

簡素化されます。また、行政機

関が持っている自分の情報を確

認したり、行政機関からさまざ

まなサービスのお知らせを受け

取ることができます。

一元管理しないこと
で、芋づる式の情報漏
えいを防ぎます。

自宅のパソコンで、自
分の個人情報にアクセ
スした行政機関を確認
できます。

行政手続などで、マイ
ナンバーのみの本人確
認は行いません。

マイナンバーの漏えい
や目的外の収集には刑
事罰が科せられる場合
があります。

個人情報は分散管理 アクセス記録の確認成りすまし防止 罰則の強化

　所得やほかの行政サービスの

受給状況を把握しやすくなるた

め、負担を不当に免れることや

給付を不正に受けることを防止

するとともに、本当に困ってい

る人にきめ細やかな支援を行う

ことができます。

1 2 ３国民の利便性の向上 行政の効率化 公平・公正な社会の実現

平成 27年 10月～ 平成 28年１月～ 平成 29年１月～ 平成 29年７月～

住民票の住所へマイナ
ンバー「通知カード」
の送付を開始

国の行政機関の間で、
情報連携を開始

地方公共団体等も
含めた、情報連携を開始

○�社会保障・税・災害対
策の手続きでのマイナ
ンバー利用を開始
○�申請者へ個人番号カー
ド（顔写真付き ICカー
ド）の交付を開始

マイナンバーは、番号が漏え
いし不正に使われるおそれが
ある場合を除いて一生変更さ
れることはありません。ぜひ
大切にしてください。

●マイナンバー制度に関する問合先●
☎ 0570-20-0178（全国共通ナビダイヤル・通話料がかかります）
午前９時30分～午後５時30分（土・日曜日、祝日・年末年始を除く）

※�一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、☎050－
3816－9405におかけください。
※�外国語対応（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）は、

☎ 0570－20－0291におかけください。

（一部抜粋）
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テレビやビデオ・ＤＶＤを、１日（平日）に
３時間以上見たり聞いたりしている

自分には、良いところがあると思う
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（当てはまる・どちらかといえば当てはまる）と答えた児童生徒の割合
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問合先　教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

かめやまの子どもは、テレビやゲームが大好き！？

かめやまの子どもが 危ない！？
～テレビ・ゲーム・スマートフォンの

使い方を見直そう～
　最近、子どもの遊びが変わってきたと感じませんか？
　公園に子どもたちが集まっても、一緒に遊ぶのではなく、
ゲームをしたり、スマートフォンなどを使って、インターネッ
ト上でメッセージ交換によるトークを楽しむといった光景が
見受けられます。そのような子どもたちの姿に、どこか違和
感を覚える方も多いのではないでしょうか。
　日々進化し続けるメディア社会に生きる子どもたち、私た
ち大人は、そのような子どもたちに何をしてあげればいいの
でしょうか、一緒に考えてみましょう。

～平成26年度全国学力・学習状況調査（小学６年生・中学３年生を対象）から～

亀山市の小中学生は、テレビやゲーム、スマート
フォンなどに多くの時間を費やしています

　左の調査において亀山市は、テレビやビデオなどを
１日（平日）に３時間以上見たり聞いたりしている割
合が、小学校 42.7％、中学校 40.5％にのぼり、いずれ
も全国平均を大きく上回っています。
　亀山市の子どもたちが、いかにテレビやビデオなど
と関わっているのかが顕著に表れています。

　1日３時間、１年間では、なんと約45日間も
テレビやビデオなどに費やしていることに！

一方で、亀山市の小中学生は、「自己肯定感」を
感じる児童生徒の割合が低いとの結果も！

　亀山市において「自分には、良いところがあると思
う」と答えた子どもの割合は、小学校 71.7％、中学校
64.4％にとどまり、いずれも全国平均を下回っていま
す。自分の存在に対する自信であり、生きるエネルギー
となる「自己肯定感」が低くなっています。
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　視覚、聴覚に訴え刺激に満ちたメディアなので、子ど
もがテレビやビデオを見ている時は脳がたくさん動いてい
るように思いますよね？
　ところが一方的に送られる情報を受動的に受け取るテ
レビやビデオでは、前頭前野はほとんど動いていない事
も分かってきています。逆に、運動や読書などをするこ
とで、前頭前野は活発に動くと言われています。

脳の働き

前頭前野とは？？
ものを考え出す、人の
気持ちを考える、我慢
する、善悪を判断する、
人間らしい行動を判断
する大切な部分です。

前頭前野

 メディアが子どもたちに与える影響は？

　ゲームやスマートフォンなどの機器の進化により、子どもは親の目の届か
ない自室などで、いつでもテレビ・ゲーム・スマートフォンなどを使用する
ことができるようになり、これらの依存の傾向がますます高くなっています。

長時間の使用は、基本的な
生活習慣の乱れにつながる可能性も！？
　子どもは、朝起きて、しっかり食事をして、
１日活動し、そして十分に睡眠をとることで健
全な心身が育まれます。
　しかしながら、テレビやゲームなどに長時間
関わることで、夜眠れない、朝起きられない、
昼間は眠い、夜は目がさえるといった不健全な
生活リズムに陥ってしまうのです。
　不規則な生活の中で、メラトニンや成長ホル
モン分泌の乱れが、子どもの健やかな成長を阻
害する可能性があります。

子どもたちのやる気が育ちません

　心のコントロールが難しい子どもは、緻
ち

密
みつ

な
企画によって作られたテレビやゲームの目先の
楽しさや興奮にはまってしまいやすいため、勉
強や対人関係などの現実世界のわずらわしさか
ら離れてしまいます。
　何もしなくても情報が目に飛び込んでくるこ
とに慣れてしまうと、子どもは自分で頑張ろう
としたり、取り組む意欲がなくなったりしてし
まいます。

「自己肯定感」が育まれません

　子どもは、自分なりに考えたり、体を動かしたりする中で「自分に対
する自信」＝「自己肯定感」を育んでいきます。テレビやゲーム、スマー
トフォンばかりしていると、体験活動などが損なわれ、自己肯定感が低
くなってしまう可能性があります。
　自己肯定感が高い子どもほど、意欲や前向きな気持ちを持っています。

特集２  子どもの健康
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子育て子子子子子子子子育育育育育ててててててててて
マイブック

KOSODATE MY BOOK

「子育てマイブック」は、お子様の健やかな育ちのための大切なポイントをまとめたものです。
毎日の子育ては大変です。でもその時間は、あなたやお子様の人生の中で、ほんの少ししかない一番輝いているか
けがえのない時間です。そのすばらしい時のちょっとした手助けになれば、そんな願いをこめてこの冊子をつくり
ました。

この冊子のねがい

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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あなたのメディアの付き合い方は？

　「毎日の家事や育児が忙しいからテレビやビデオは必要…でもどの程度ならいいの？」「どんな
風に見せたらいいの？」近年、スマートフォンなどの新しいメディアも浸透する中、メディアの
利用方法に、不安や疑問を感じるママも多いのではないでしょうか？？
　そこで今回は、メディアが子どもに与える影響や上手な活用方法についてご紹介します。

PAPA・MAMA
for

メディアと
の上手な

付き合い方
編

テレビ・テ
レビゲーム

・パソコン
・携帯電話

など

子育て中の

幼児期用リ
ーフレット

  No.3

　赤ちゃんは出産直後から匂いや肌のぬくもり、
声で親（第一養育者）を覚え、親が赤ちゃんの
授乳や世話の求めに適切に応じることで､親子
の間に安定した愛着が形成されるといわれます。
この親子の愛着が人を信頼する土台です。スマ
ホ育児などの過剰なメディア接触のために､親の
応答が少なすぎる状態が続くと愛着形成に強い
ダメージを与えるのです。

　2013年11月に出されたアプリ業者のガイドラインを裏読みすると、
●「親子で会話しながら一緒に利用」
　　　→『スマホは親子の会話を奪い、別々の時間を増やします』
●「創造的な活動になるよう工夫」
　　　→『スマホを使うことは決して創造的な活動ではありません』
●「多様な体験ができる機会をつくる」
　　　→『スマホは多様な体験の機会を奪うことになります』
●「生活サイクルを守りながら利用」
　　　→『スマホは生活サイクルを破壊する可能性があります』
●「親子でコミュニケーションをとりながら」
　　　→『スマホは親子のコミュニケーションを奪います』

　私たち大人はどうでしょう。普段、電車に乗って周りを見て下さい。
7～8割の人は、スマホなどの携帯端末を手にしています。皆うつむ
き無表情に「四角い板」に吸い込まれています。こんな社会の中で
子どもたちが育っていって本当の愛着形成は望めません。一度振り
返ってみて下さい。

親子の絆

幼児期用リーフレット  No.3　「パパ・ママよんで！」　～メディアとの上手な付き合い方編～

□ 朝起きると、とりあえずテレビをつける。
□ 家ではテレビをつけたままのことが多い。
□ 子どもと一緒にいても、携帯を長時間
　  いじっていることが、よくある。
□ テレビや携帯をみながら、返事や会話をしている。
□ ネットやゲーム、メールなどをしていると、
　  ついつい時間を忘れてしまう。

落合小児科医院　落合　仁 院長

まずは、パパとママの
メディア漬け度をチェックしてみよう！

たくさん当てはまる人は要注意！ 使い方によっては、子どもの生活や行動への影
響も心配されています。

※日本小児科医会　http://jpa.umin.jp/ から引用

メディア社会に生きる子どもたちへ

大人ができること
　情報化社会が進むなかで、子どもからテレビ・ゲーム・スマー
トフォンなどを取り上げることは不可能です。
　では、私たち大人はどうすればよいのでしょうか？

ポイント①

ポイント②

　ご家庭で、テレビ・ゲーム・スマートフォンなどを使うに
あたっての ルールづくり が大切です。大人が、メディア
の利点・欠点をよく理解し、子どもがいかにうまくメディアを
利用するかをコントロールしてあげることが重要です。

　子どもがテレビやゲームではなく、地域の中で 体験や運動などに熱中して、
自分なりに頑張っていける 居場所づくり をすることも大切です。

テレビ・ゲームなどの使用ルールづくり （事例紹介）

市の取り組み

学校の取り組み

○�幼少期におけるテレビ・ゲームなどの影響を紹介した『子
育てマイブック』や『パパ・ママよんで！』などのパン
フレットの作成・配布
○�「テレビ・ゲーム・スマートフォンなどの子どもへの影響」
を取り上げた行政出前講座の実施
○�自分の言葉で「考えるチカラ」をつけるプログラム『家
族交換日記』、目標を掲げそれに向かって「努力するチカ
ラ」をつけるプログラム『家庭約束手帳』を企画

スマホルール
ロゴマーク

～子どもの声～
「つらかった 家庭学習 ノーテレビノーゲーム」
　テレビやゲームを我慢して、頑張って勉強
しました。学習時間が増えるとうれしくなっ
て、自分から机に向かう習慣がつきました！

　ＰＴＡと協力して、ノーテレビ・ノーゲー
ムデーを設け、テレビやゲームなどの時間
を減らし、家庭学習や家庭団らんの時間を
増やしてもらうように取り組んでいます。

ノーテレビ・ノーゲームデー（亀山東小学校）

亀山中学校のルールとして、
（１）インターネットの使用時間を２時間以内にする。
（２）使用する前にアラームをセットする。
（３）夜 11時以降は使用しない。
この３カ条を掲げ、生徒会を中心に取り組んでいます。

インターネット使用のルールづくり（亀山中学校）
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1.「おはよう」「ありがと
う」のいえる子

『亀山っ子』市民宣言

2.きまりや交通ルール
を守る子

3.運動や読書に親しむ
子

4.力をあわせて仕事を
する子

5.人やものを大切にす
る子

6.未来に夢を持ち続け
る子

地域での子どもの居場所づくり

放課後子ども教室

サマーキャンプ

　平成 19 年度から国の放課後子ども総
合プランに沿って、地域の人が講師に
なって、地域で放課後にワークショッ
プ体験活動を２時間程度行い、子ども
の学びを増やしています。
　教室では、周りの友だちと一緒に創
作や活動を行うので、対コミュニケー
ション能力も高めることができます。

　平成 20 年度から、地域や年齢が異な
る生徒児童が「共に育ち成長する」を
テーマに、３泊４日で合宿を行ってい
ます。
　このキャンプでは、テレビやゲーム
などがない集団生活の中で規則を守り、
子どもたちが地域の中で頑張っていけ
る「チカラ」をつけられるよう取り組
んでいます。

　メディア依存に関する問題は、子ども自身や家
庭のみならず、子どもを取り巻く大人を含めた地
域ぐるみで取り組まなければなりません。
　大人が作りあげてきた便利なメディア社会で、
未来を担う子どもに、さまざまな人々との交流や
体験活動の機会を提供し、さまざまな逆境に立ち
向かうチカラを育むことができるのも大人です。

地域と協力して、

子どもたちの居場所づくり

頑張るチカラを

伸ばそう！

（加太小学校）

（野登小学校）

（亀山市青少年育成市民会議によるサマーキャンプの開催）

子 のど 未も 来 のために

　すべての亀山市の子どもたちが、将来ひとりの人間
として生きていくために基礎となる「チカラ」を身に
付けてほしいと願って、市民の方々が話し合って採択
された「『亀山っ子』市民宣言」。
　この願いの実現に向けて、私たち大人は、いったい
何をするべきなのか、今一度考えてみませんか？

※�情報機器の問題には、子どもの個人情報の拡散や不健全なサイトの閲覧、詐欺や性的被害などに対する防止対策全般（インターネットセーフ
ティ）が含まれます。また、LINEやFacebookなどのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）によるいじめ対策等も含まれます。なお、「三
重県青少年健全育成条例」のインターネットセーフティに対する保護者の責務などが改正され、平成27年７月１日から施行されます。

特集２  子どもの健康
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健康には自信があるし、
受けなくても平気！

昨年に検診を受けたから、
今年は大丈夫！

がん検診って、高い！？ 精密検査と結果が出たけど
恐いから受けない！

早期発見、早期治療が�命�を救います

受けよう！
がん検診

　生涯のうちに、がんにかかる可能性は２人に１人と言われています。
一方で、医療の進歩により、がんは早期に発見でき、治療すれば完治
する確率が高い病気だと言われています。
　あなたと、あなたの大切な家族のために、がん検診を受けましょう。

問合先　健康福祉部健康推進室
　　　　（あいあい　☎84－3316）

が
ん
検
診
誤
解
あ
る
あ
る

ほとんどのがんは、　　
自覚症状がありません。

市の検診は、　　　　　　　　
安価で受けることができます。

年に１回、　　　　　
検診を受けましょう。

精密検査は、　　　
必ず受けましょう。

　早期のがんは、自覚症状がほとんどな
いまま進行します。早期にがんを発見す
ることが、検診の役割です。自分自身が
健康であることを確認するためにも、が
ん検診を受けましょう。

　職場などで、がん検診を受ける機会が
ない人を対象に、市ではがん検診を実施
しています。検診の種類や受診方法に
よって異なりますが、市のがん検診の自
己負担額は、400円～ 2,000 円です。
※�各検診の無料対象者は、『健康づくりの
てびき』をご覧ください。

～６月は食育推進月間～
　『健康づくりのてびき』には、
食事に関する情報も掲載して
います。ご自身の日ごろの食生
活にも目を向けてみましょう。

　がんの種類によっては進行が早いもの
もあり、たとえ一年前の検診で異常がな
くても、今年も異常なしとは限りません。
がんを早期に発見するためには、症状が
ないうちに、定期的に検査することが大
切です。

　検診は、受診すればそれで終わりでは
ありません。精密検査＝

イコール

がんというわ
けではありませんが、『精密検査が必要』
と判定されたら、その原因について、よ
り詳しい検査を行い、本当に異常がある
かどうかを調べる必要があります。自分
のため、心配してくれる周りの人のため
にも、精密検査を必ず受けてください。

誤解は解けましたか？
６月から、市のがん検診が始まります。
この機会に、皆さんも受診しましょう！
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特集３  がん検診のお知らせ

平成27年度　 各種がん検診が始まります

集団検診（乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診）
申込受付を開始します

市内の実施医療機関で、　
各自が受診する検診です。

個別検診

【申込方法】
実施医療機関に直接お申し込みください。
（『健康づくりのてびき』12～ 13ページ）

指定された日程に、あいあい、地区コミュニティ
センターなどの会場で受診する検診です。

集団検診

【申込方法】
予約が必要です。健康福祉部健康推進室へ
電話または直接お申し込みください。
（『健康づくりのてびき』14～ 17ページ）

受
診
方
法
は
２
種
類

ご注意！

○�各種検診事業を効果的に実施するために事業の見直しを行い、それに伴い自己負担額
を変更しています。詳しくは『健康づくりのてびき』でご確認ください。
○�同じ検診は、平成 27年度内（平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日）に個別検診
もしくは集団検診のいずれかで１回の受診としてください。

ご活用ください！

『健康づくりのてびき』
　『健康づくりのてびき』には、がん検診の種類や費用、日程な
どを詳しく掲載しています。そのほかにも、健康づくりに関する
情報が盛りだくさんです。

申込開始日時

申込方法 検診日

６月13日（土）　午前８時30分～午後1時 （先着順）
※申し込み開始日以降は、平日の午前８時 30分～午後５時 15分

受付窓口　健康福祉部健康推進室（あいあい　５番窓口）
受付番号　あいあい　☎84－3316
※これ以外の電話番号では受付できません。

●申込開始日時以前に受付はできませんのでご了承ください。
●申込開始日は、電話回線やスタッフを増やして対応しますが、
　電話や窓口が混み合うことが予想されますのでご了承ください。
●�検診の種類や会場など、詳しくは「健康づくりのてびき」16ペー
ジをご確認ください。

平成27年

6月 30日（火）
7月 7日（火）、17日（金）
8月 4日（火）、18日（火）
9月 8日（火）、15日（火）

10月 6日（火）、20日（火）
11月 6日（金）、17日（火）
12月 4日（金）、15日（火）

平成28年
1月 19日（火）、20日（水）
3月 16日（水）
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特集４  市民活動支援の取り組み

平成27年度の市民活動応援券は、
背景色が色鮮やかな空色です！

平
成
27
年
度
の
図
柄
が
決
定
！

市
民
活
動
応
援
券

市
民
活
動
応
援
券

　亀山市のまちづくりに頑張っている市民活動団体（登
録団体）を応援する市民活動応援制度。その制度で使用
される市民活動応援券（平成27年度）を発行し、各地区コ
ミュニティやまちづくり協議会へ配付しています。
　市民の皆さんは、地区コミュニティやまちづくり協
議会の催しや事業（文化祭、敬老会、三世代交流など）
に参加するなどして、市民活動応援券を取得し使用す
ることができます。
※�催しや事業で市民活動応援券を配付するかどうかは、
各地区コミュニティやまちづくり協議会へお問い合
わせください。

問合先
市民文化部文化振興局
共生社会推進室

（☎84－5066）

取得した市民活動応援券の使い方
1 事業やサービスの提供を受け

たお礼として使用できます
　「市民活動応援制度冊子」に掲載されている登録
団体（提供先が個人と記載されている登録団体に限
ります）へ連絡をすると、教室を開催してもらった
り、演奏を披露してもらったりすることができます。
そのお礼として市民活動応援券をお渡しください。
　個人ではなかなか枚数が集まりませんので、子ど
も会や婦人会、自治会などのグループで集めて、事
業やサービスを依頼するのがお勧めです。

3 登録団体に寄附として
使用することができます

寄附方法①　直接、登録団体へ寄附をする。
寄 附方法②　寄附ボックス（常設場所：市民協働セ
ンター「みらい」）に投函する。

寄 附方法③　寄附ボード（設置依頼のあった地区コ
ミュニティやまちづくり協議会の行事などで臨時
に設置することがあります）に投函する。

2 市民同士で、
自由に使用できます

　市民同士であげたり、もらったり、自由に使用で
きます。ただし、市民の人は市民活動応援券をお金
に換えることはできません。

平成 27 年度
市民活動応援制度冊子
ができました！

　市民活動応援制度の登録団体を紹介しています。
　冊子は、各地区コミュニティセンター、市役所本
庁舎、関支所、林業総合センター、市民協働センター
「みらい」、あいあい、市立医療センターなどの市の
施設に設置していますので、ご覧ください。
　また、冊子を希望する人は、市民文化部文化振興
局共生社会推進室でお渡しします。
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第十回特別弔慰金
問合先　健康福祉部地域福祉室
　　　　（あいあい　☎84－3312）

戦没者等のご遺族の皆さまへ

が支給されます
第十回特別弔慰金

～特別弔慰金の趣旨～
　戦後 70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となっ
た戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の
意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）
を支給するものです。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表
するため、償還額を年５万円に増額するとともに、５年ごとに
国債を交付することとしています。

持ち物など

請求窓口支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年４月１
日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等
を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給さ
れます。
１　�平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

２　戦没者等の子
３　戦没者等の①父母�②孫�③祖父母�④兄弟姉妹
※�戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること
等の要件を満たしているかどうかにより、順番が
入れ替わります。
４　�上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親
族（甥、姪等）

※�戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計
関係を有していた人に限ります。

支給内容
　額面25万円、５年償還の記名国債

請求期限
　平成30年４月２日まで
※�請求期限を過ぎると第十回特別弔慰金を受ける
ことができなくなりますので、ご注意ください。

　請求窓口の混雑が予想されることから、次のとおり
７月17日（金）まで、受付期間を地区割りにします。支
給対象となる人は、該当する地区の受付期間内に各窓
口へお越しいただくようお願いします。
※�対象となる受付期間に都合の合わない人は、随時
受け付けをします。

●健康福祉部地域福祉室
　（総合保健福祉センター（あいあい）１階３番窓口）

●市民文化部地域サービス室
　（関支所１階）

地区 受付期間
亀山西地区 ６月15日（月）～６月19日（金）
亀山東地区 ６月22日（月）～６月26日（金）
亀山南・昼生地区 ６月29日（月）～７月３日（金）
野登・白川・神辺地区 ７月６日（月）～７月10日（金）
井田川・川崎地区 ７月13日（月）～７月17日（金）

地区 受付期間
関地区 ６月15日（月）～６月26日（金）
加太・坂下地区 ６月29日（月）～７月10日（金）

▷戸籍抄本（新規申請者は、受付・相談後に提出）
▷印鑑（スタンプ印は不可）
▷戦没者と遺族との関係が分かる資料（任意に作成）
▷第８回または第９回特別弔慰金裁定通知書（交付された人のみ）

特集５  弔慰金のお知らせ
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救急救命士とは？
　交通事故や心肺停止などの緊急事態発
生時に、救急車に同乗し、救急現場で医
師の指示のもと、傷病者にさまざまな医
療処置を施すことができる資格をもった
救急隊員です。

　法律の一部改正により、平成 27年４月１日から、
必要な研修を受けた救急救命士が医師の指示のも
と、次の行為を行うことができるようになりました。

～傷病者の重症化防止、
　　生命の危険を回避するために～

拡大された処置内容

新たに救急救命士の資格を取得した隊員の紹介

①「救急救命士の心肺機能停止前の
　  重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液」
　大量出血などにより血液のめぐりが悪くなったショ

ック状態の重度傷病者に、心肺機能が停止する前に点滴

処置を行うことで、その重症化を防止するものです。

②「 血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ
糖溶液の投与」

　意識状態の悪い傷病者に対して血糖値を測定し、血

糖値が低い場合には、点滴を行った上、ブドウ糖溶液

を投与するもので、低血糖症状による重症化を防止す

るものです。

※�傷病者の重症化を防ぐために、救急救命士が救急現場などでこれらの処
置を行うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

岡本　隆史　救急救命士 宮崎　夏樹　救急救命士

　救急救命士の責任
と役割の重さを感じ
ているところです。
　先輩の救急救命士
にご指導いただき、
多くの命を救えるよ
う頑張ります。

　憧れていた救急救
命士になれて、嬉し
く思っています。
　救急ワークステー
ションなどの研修を
通じて、知識と技術
の向上に努めます。

救
急
救
命
士
の
処
置
拡
大
と
ド
ク
タ
ー
へ
リ

静脈路確保とブドウ糖溶液の投与

血糖測定器による血糖測定
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ドクターヘリとは？
　救急医療用の医療機器などが装備さ
れ、救急医療の専門医や看護師が同乗
し、救急現場などから医療機関に搬送
するまでの間、患者に救命医療を行う
ことのできる専用のヘリコプターです。

　出動要請内容は、交通事故による重傷者の
発生、脳梗塞や心筋梗塞といった緊急性の高
い病態であったり、ハチ刺されによりショッ
ク状態に陥り生命の危険が迫っている場合
などさまざまです。

　悪天候の場合などを除いた昼間に、消防機関からの要
請により出動し、あらかじめ設定した臨時離着陸場など
に着陸して、患者を搬送してきた救急車と合流します。
　ドクターヘリは、三重大学医学部附属病院と伊勢赤十
字病院が２カ月交替で運航しています。

～救命率の向上、
　　後遺症軽減を図るために～

三重県のドクターヘリの出動状況

三重県のドクターヘリの運航方法

※三重県ホームページでは、ドクターヘリについて詳しく紹介しています。
URL�http://www.pref.mie.lg.jp/IRYOS/HP/doctorheli/index.htm

■基地病院からの飛行時間
ご注意

新
た
な
救
命
の
扉
を
開
く

特集６  救急現場から

問合先　消防本部消防救急室
　　　　（☎82－9496）

○�市民の方が、直接ドクターヘリ
を要請することはできません。
○�離着陸する際は、ローターの回
転による強い吹き下ろしの風や
騒音が発生しますので、ご理解
とご協力をお願いします。
○�ドクターヘリの搬送に係る費
用は、市民の方が負担いただく
ことはありませんが、医師の医
療行為に係る費用は、通常の診
療と同様に負担いただくこと
になります。

年度（平成） 三重県全体 （うち亀山市）
23 19 （0）
24 272 （1）
25 352 （6）
26 378 （21）

■三重県ドクターヘリ 出動件数　※速報値
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このコーナーではきらりと
　輝きながら活躍する市民を

紹介します。

ササユリが咲く
懐かしい里山を取り戻そう
楠
くす
平
びら
尾
お
ひょうたんの会（楠平尾町）

　昔の里山の風景を少しでも取り
戻そうと、ササユリの保護、育成、
増殖や里山の保全活動に取り組む
楠平尾ひょうたんの会の皆さん

（現在５人）。平成14年から、楠平尾
町の荒れてしまった里山の間伐や
下草刈り、ササユリの植樹などに
取り組み、「ササユリの里」を作り
上げました。試行錯誤はあったも
のの、現在では約600株ものササ
ユリを、整備された里山で咲かせ
るようになりました。また、見頃を
迎える毎年６月上旬には、ササユ
リの愛らしい佇

たたず

まいを多くの方に
楽しんでもらおうと、「ササユリの
里」を公開しています。
―始めたきっかけは？
　「里山を復活させようと、雑木林
を伐採していた際、たまたま１株

だけ咲いているササユリを運命的
に見つけました。仲間と話し合い、
子どものころに見たように『里山
いっぱいにササユリを咲かせた
い』という思いになりました。」
―今はどのような活動を？
　「ササユリをはじめ、今は珍しく
なった植物の保護に取り組んだ
り、皆さんに散策してもらおうと、
里山を整備したりしています。ま
た、亀山南小学校の児童が総合学
習として里山を訪れてくれるの
で、一緒に注意看板を作ったり、成
長記録をまとめたりしています。」
―ササユリの魅力は？
　「清楚で気品あふれる花で、訪れ
た人々を魅了し、毎年見学に来ら
れる方も多いです。また、香りが良
いのも特徴で、公開時に朝一番に

お越しいただくと、ササユリのほ
のかに甘い香りが里山いっぱいに
漂っていますので、お勧めです。」
―やりがいは？
　「ササユリは種をまいて、花を付
けるまで約８年かかります。丹精
込めた分、見事に咲いた時は喜び
もひとしおです。また、見学者の方
に、『とても美しかった、来年もま
た来るよ』などと、声を掛けられる
と嬉しい気分になり、続けていこ
うという気になりますね。」
―これからは？
　「一緒に活動をしていってもら
える若い世代の仲間が増えると良
いなと思います。ササユリの里が
いつまでも地域にとっての憩いの
場、見学者にとっての癒しの場に
なってもらえればと願います。」

図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『「ひとり力」を鍛える暮らし方』
清水信子／著
講談社（2015 年 1 月刊）
　ひとり暮らしは「自分を楽しむ」
ように暮らすのがいちばん！料理研
究家 “シンコ先生 ”が、食べること
から防犯のコツまで、シニア世代の
「とっておきの」暮らし方を紹介！！

『出版禁止』　長江俊和／著
新潮社（2014 年８月刊）
　社会の暗部を暴き続けるドキュメン
タリー作家の「心中事件」。相手は有名女
優の妻ではなく、不倫中の女だった。７年
後、ひとりのルポライターが生き残った
女のインタビューに成功し「カミュの刺
客」というタイトルで月刊誌に掲載する
予定だったが、そのルポは封印され･･･。

小　
説

児　
童

そ
の
他

～新着だより～
●「ななつ星」極秘作戦／西村京太郎
●思い出は満たされないまま／乾緑

ろく

郎
ろう

●ドラゴン・オプション／中原清一郎
●閉店屋五郎／原宏一
●虹

にじ

猫
ねこ

喫茶店／坂井希久子
●パンのようちえんえんそくにいく
　／さとうめぐみ
●チョコちゃん／椰

や

月
づき

美智子
●英語でよみとく百人一首大図鑑
　／ピーター・ジェイ・マクミラン
●おねがいパンダさん／スティーブ・アントニー
●ねこの風つくり工場／みずのよしえ
●帳簿の世界史／ジェイコブ・ソール
●ヒューマシン・カンパニー／中山愼一
●パンとチーズの水彩画／丸山薫
●コチャレ！／上

かみ

大
おお

岡
おか

トメ
●「吠えグセ」について、犬のコタロウ
　さんにきいてみました。／藤井聡
� 他547 冊

▲ 会員が整備を行っている里山では、６月上旬
に約 600 株ものササユリが咲きます。

▶ 亀山南小学校の児童が総合学習として、毎年
里山を訪れ、植物の観察などを行っています。

14 広報かめやま　平成27年6月1日号



れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

石版画「関駅 地蔵堂」

はじめに
　東海道を描いた版画といえば、誰もが歌川広重の
浮世絵を思い浮かべることでしょう。歌川広重は、江
戸時代末に多くの東海道五十三次シリーズの浮世
絵を刊行し、人気を集めました。その後、明治時代に
なっても、東海道は名所として人々の関心を集め、多
くの絵画の題材とされています。今回は、そうした明
治時代の絵画の中から、１枚をご紹介しましょう。
石版画「関駅 地蔵堂」

　石版画「関駅�地蔵堂」（上の写真）は、明治24（1891）
年～ 25年に、大山印刷所（東京市京橋区加賀町）・東
陽堂（東京市日本橋区葺

ふき

屋
や

町）発行で、丸善書店（東京
市日本橋区通三丁目）から発売された石版画による
東海道五十三次シリーズ「石版『懐古東海道五十三駅
真景』」の１枚です。
　図中には、地蔵院本堂とその門前に並ぶ「会津屋」、
「洋館屋」の屋号を持つ伝統的建造物が描かれていま
す。「会津屋」は、江戸時代に「関で泊まるなら鶴屋か
玉屋、まだも泊まるなら会津屋か」と謡われた関宿を
代表する旅

はた

籠
ご

屋
や

のひとつで、朝起きると２階から地
蔵院を拝むことができることで有名でした。また、明
治時代には、日本を代表する輸出品であった生糸を
生産する製糸業も始めました。
　一方、「洋館屋」は江戸時代末に建築された町家で
すが、明治時代に洋風の円形窓などを漆

しっ

喰
くい

によって
付加する改造が行われ、関宿の建物ヘの洋風意匠取
り入れの最初期の例とされています。この洋風意匠
がもととなって「洋館屋」の屋号が生まれました。
　「洋館屋」の建物は、一時「会津屋」が所有しており、

製糸業に関連して、いち早く洋風意匠が取り入れら
れたのではないかと考えられていました。
洋画家亀井竹次郎の足跡
　平成６（1994）年、この石版画の原画である油絵が
発見され、福島県郡山市立美術館に収蔵されること
となり、石版画作成の経緯が明らかとなりました。※

　原画の作者は洋画家亀井竹次郎（安政４（1857）年
頃～明治12（1879）年）で、明治10（1877）年５月～６
月に、実際に東海道を旅して下絵を描き、それをも
とに翌明治11（1878）年に油絵を仕上げました。竹次
郎は原画を仕上げた翌明治12（1879）年に亡くなっ
ており、版画は竹次郎の死後に発行されています。
こうした経緯から、石版画に描かれた景観は、明治10
（1877）年のものであることも明らかとなりました。
中村製糸と「洋館屋」
　中村安五郎が製糸業を創業したのは明治28（1895）
年とされています。創業当時は「会津屋」の旅館業と
の兼業で、製糸工場も旅館の裏を使った小規模なも
のでした。明治40年代になって機械化のため関町新
所（明神）に工場が新設され、大正頃には旅館業を廃
業し、製糸業に専念して事業の拡大を図りました。さ
らに、大正８（1919）年には、埼玉県入間の「石川組製
糸所」と合併して「石川組中村製糸所」となって、従業
員が700名を超える県下でも有数の製糸会社へと発
展しました。
　さて、ここで考えると「会津屋」の製糸業の創業が
明治28（1895）年とすれば、明治10（1877）年に既に
あった「洋館屋」の建物の洋風意匠を、製糸業と関連
させて説明することは難しくなります。まったく別
の理由があったものと思われますが、現段階では不
明というほかありません。
　東海道に関しては、沿道を描いた多くの絵画が
残っています。これらの絵画は、絵として楽しめるだ
けでなく、郷土の歴史に関するさまざまな情報を私
たちに提供してくれます。

※�原画があることは、八木淳夫先生（亀山市文化財保護審
議会委員）からご教示いただきました。原画は『描かれた
東海道五十三次�亀井竹次郎�懐古東海道五十三駅眞景』
　（平成９年、福島県郡山市立美術館）に掲載されています。
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　小規模特認校の白川小学校は、
通学区域外からの入学・転学が可
能です。市内に住所を有する保護
者とその幼児・児童を対象に学校
公開を行います。
と　き　６月20日（土）
　　　　午前８時30分～11時50分
内　容
▷�授業参観（１・２限目）…午前８
時40分～
▷�児童集会、学級発表（３限目）…
午前10時40分～
▷小規模特認校制度説明会…

　午前11時30分～
申 込方法　当日までに白川小学
校へ電話またはＥメール（ �
sirakawa@kameyama-mie.jp）
でお申し込みください。

　社会保険労務士による出張年
金相談を行います。年金の請求や
受給など、年金制度についてお気
軽にご相談ください。
と　き　６月18日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
ところ　市役所西庁舎１階第４会議室
※相談は受付順です。

もよおし

　毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗うことから、夜寝る
前に歯を磨くまで、水道の水を使わない日はありません。
水道の蛇口をひねれば、簡単に水が出てきます。その水も
限りある資源であることを忘れてはいないでしょうか。
　節水を心掛け、汚れた水を河川などに流さないようにし
て、豊かな自然を守っていきましょう。

「カラカラで  蛇口に飛び込む  僕の口」

建設部 上下水道局 上水道室（☎97－0621）

～市では、水道週間に合わせて次の事業を行います～
ひとり暮らしの高齢者宅の

蛇口パッキン交換と漏水確認をします
　65歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、蛇
口の不良パッキンの無料交換と宅内漏水の確認
を上水道室職員が行います。なお、漏水修理は市
指定給水工事業者に依頼してください（修理費用
は自己負担）。
実施期間　６月12日（金）～ 18日（木）
※土・日曜日を除く
申 込方法　６月１日（月）～５日（金）の午前８時
30分～午後５時に、建設部上下水道局上水道室
へ電話でお申し込みください。
※�混合水栓（レバー式の蛇口）などは、上水道室職
員では交換することができません。

蛇口パッキンを無料でお渡しします
　皆さんのご家庭では、蛇口の
締りが悪くポタポタと水がこ
ぼれたりしていませんか。貴重
な水の節約のため、家庭用蛇口
パッキンまたは節水コマ（直径
13㎜）を無料でお渡しします。
数に限りがありますので、お早
めにお越しください。

配 布期間　６月１日（月）～５日（金）の午前８時
30分～午後５時

配 布場所　市役所１階案内窓口、市民文化部関支
所地域サービス室（関支所１階）、建設部上下水道
局上水道室（関支所２階）、あいあい、加太出張所

小規模特認校「白川小学校」
学校公開デー

白川小学校（☎82－3007）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9112）

６月１日（月）～７日（日）は水道週間

亀山市制施行10周年記念
NHK津放送局開局75周年

亀山市から

全国へ します！放 送
放送日時　６月14日（日）
　　　　　午後０時15分～１時
○�総合テレビ、ラジオ第１、国際
放送でお楽しみいただけます。
出　演　予選を通過した20組
ゲスト　前川　清さん
　　　　華原朋美さん
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市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより
　糖尿病教室の開催
　市立医療センターでは、２カ月に
一度、糖尿病療養支援チームが、糖
尿病のことをいろいろ知っていただ
くために教室を開催しています。
　お気軽にお立ち寄りください。
ところ　市立医療センター
対象者　糖尿病に関心のある人
参加費　無料
※�開催日時や会場を変更する場合が
ありますので、自治会の回覧やポ
スターなどでご確認ください。

　新任のあいさつ

と　き テーマ 講　師

６月17日（水）・糖尿病とは・糖尿病と合併症（腎臓の病気）医師

８月20日（木）・糖尿病と合併症（目の病気）・糖尿病と検査
医師
臨床検査技師

10月20日（火）・ウオーキング 理学療法士

12月15日（火）・シックディとは？・糖尿病と薬
看護師
薬剤師

２月16日（火）・バイキングでカロリー摂取を　知ろう（予約制） 管理栄養士

※時間はいずれも午後２時～３時 30分

整
形
外
科
医
師宮み

や

村む
ら

　
岳が

く

　一昨年から故郷の三重県に
戻ってきました。診察は月・
水・木・金曜日の週４日ですが、
できる限りのことをしていき
たいと思います。よろしくお
願いします。

内
科（
総
合
診
療
科
）医
師

竹た
け

田だ

　
啓

ひ
ろ
む

　亀山でお世話になるのはこ
れで２度目です。家庭医とし
て、内科の病気からけがまで、
また、小児から高齢者まで、
幅広く診療していきますので、
よろしくお願いします。

内
科（
総
合
診
療
科
）医
師

渡わ
た

邉な
べ

　
光

ひ
か
る

　出身は津市で、初期研修を
終えたばかりの若輩者ですが、
患者さんのお話を大切にしな
がら、一緒に解決できるよう
に努力していきます。よろし
くお願いします。

内
科（
総
合
診
療
科
）医
師

位い
ん

田で
ん

　
剣け

ん

　三重県で働くのは初めてで
すが、１日も早く地域に馴

な

染
じ

んでお役に立てるようになり
たいと思います。どんな事で
も気軽にご相談ください。よ
ろしくお願いします。

内
科（
総
合
診
療
科
）医
師

岩い
わ

佐さ

　
紘

ひ
ろ
し

　これまで三重県内の病院、
診療所で家庭医として勤務し
てきました。皆さんにとって
の良いかかりつけ医となれる
よう努力しますので、よろし
くお願いします。

内
科（
循
環
器
内
科
）医
師

増ま
す

田だ

　
純

じ
ゅ
ん

　循環器専門外来（週１回）を開
設します。専門は、狭心症、心筋
梗塞などの動脈硬化性疾患に対
する予防・薬物治療や、カテーテ
ル治療です。お気軽にご相談く
ださい。よろしくお願いします。
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伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

  

市
賀
伊   　

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
企画総務部広報秘書室
（☎84－5021）

市
賀
甲

　柘植歴史民俗資料館では、歴史民俗資料や地
域の偉人顕彰などをテーマ別に展示していて、
月替わりの企画展示を行っています。
　今回は、平成
26年度に新しく
伊賀市指定文化
財になった２点
と、国登録文化
財になった22点
について写真パ
ネルや実物展示
などで紹介をしています。ぜひご覧ください。
と　き　�７月12日（日）までの午前９時～午後４

時30分（毎週月曜日休館）
ところ　柘植歴史民俗資料館１階展示室
　　　　（伊賀市柘植町1706）
アクセス　ＪＲ関西本線柘植駅下車徒歩約20分
　　　　　名阪国道「伊賀ＩＣ」から車で約５分
入館料　無料
問合先　伊賀市文化財課（☎0595－47－1285）
　　　　柘植歴史民俗資料館（☎0595－45－1900）

　前挽鋸とは、
木材を縦に挽

ひ

い
て柱や板に加工
する一人挽きの
縦挽き鋸で、機
械製材が普及す
る以前は、木

こ

挽
びき

と呼ばれる職人によって、広く使われた道具で
す。平成26年度には「近江甲賀の前挽鋸製造用具
及び製品」の名称で、滋賀県では初となる国の重
要有形民俗文化財に指定されています。
　現在、甲賀市「甲南ふれあいの館」では、当地の
木挽や実際に使った前挽鋸などが展示、公開さ
れていますので、ぜひお立ち寄りください。
ところ　甲賀市甲南ふれあいの館
　　　　（甲賀市甲南町葛木925）
開館時間　午前10時～午後５時
休 館日　月・火曜日（祝日の場合はその翌日）、
12月26日～１月３日

入館料　無料
問合先　甲賀市甲南ふれあいの館
　　　　（☎0748－86－7551）

　これからの季節は、気温が高く
なり、ガソリン、灯油、塗料などの
石油類から可燃性ガスが発生し
やすくなるため、危険物による事
故が起こりやすくなります。
　そこで消防庁では、毎年６月の
第２週を危険物安全週間と定め、
全国的に危険物の保安に対する

意識の高揚や啓発を推進してい
ます。
　身近にある危険物でも、誤った
取り扱いをすると大事故につな
がることから、今一度その危険性
を再認識し、次のことに注意した
取り扱いを行いましょう。
▷火の近くでは取り扱わない。
▷�換気の良い場所に保管し、容器
には必ず栓をする。
▷適正な容器で保管する。
▷�直射日光が当たる場所や高温に
なる場所で保管しない。

▷必要以上に置かない。

　労働保険（労災保険・雇用保険）
の平成26年度確定保険料と平成
27年度概算保険料の申告・納付期
間は６月１日（月）～７月10日（金）
です。お早めに申告・納付をお願
いします。

お知らせ
６月７日（日）から13日（土）は
「危険物安全週間」です！
消防本部予防室（☎82－9492）

事業主の皆さんへ
労働保険の年度更新はお早めに
三重労働局総務部労働保険徴収室

（☎059－226－2100）

柘植歴史民俗資料館企画展
「伊賀市の文化財2015」
～歴史と文化が輝くまちの資料館～

甲賀の前
まえ

挽
びき

鋸
のこ

～甲賀のモノづくりの原点～
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

土砂災害警戒区域と特別警戒区域に指定 建設部維持修繕室
（☎84－5129）

　平成27年3月31日に県より区域指定の告示がされ、土砂災害警戒区域と特別警戒区域として関町
市瀬、関町新所、小川町、辺法寺町、両尾町、川崎町、太森町の一部の地域が新たに指定されました。

土砂災害警戒区域とは
　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民
等の生命または身体に危害が生じるおそれ
があると認められる区域であり、危険の周
知、警戒避難体制の整備が行われます。

警戒避難体制の整備
　土砂災害から生命を守るため、災害
情報の伝達や避難が早くできるよう
に地域防災計画に定められ、警戒避難
体制の整備が図られます。

特定開発行為に対する許可制
　住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設
の建築のための行為は、基準に従ったものに
限って許可されます。

　居室を有する建築
物は、建築基準法に定
められた、作用すると
想定される衝撃等に
対して建築物の構造
が安全であるかどう
か建築確認がされま
す。

　著しい損壊が生
じるおそれのある
建築物の所有者等
に対し、移動等の勧
告が図られます。
　移転については、
住宅金融支援機構
の融資等の支援を
受けられます。

土砂災害特別警戒区域とは
　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物
に損壊が生じ住民等の生命または身体に著し
い危害が生じるおそれがあると認められる区
域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物
の構造規制が行われます。

警
戒
区
域
で
は

特
別
警
戒
区
域
で
は
さ
ら
に

建築物の構造規制

建築物の移転等の勧告

※詳しくは県ホームページまたは市ホームページをご覧いただくか、建設部維持修繕室、建設部
　建築開発室、建設部営繕住宅室、企画総務部危機管理局危機管理室へお問い合わせください。

　市では、市内に住所を有し、満３
歳以上の幼児が私立幼稚園（市外の
私立幼稚園を含む）へ通園している
世帯に対し、所得の状況に応じ、入
園料と保育料を軽減するための就
園奨励費補助を行っています。
　希望する人は、６月17日（水）ま
でに通園している幼稚園へお申

し出ください。
※�子ども・子育て支援新制度に移
行した幼稚園は対象となりま
せん。通園している幼稚園へご
確認ください。

対象世帯
▷�平成27年度に納付すべき市民
税が非課税となる世帯
▷�平成27年度に納付すべき市民税
の所得割が非課税となる世帯
▷�平成27年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が171,600円

に下記の①・②の合計を加えた
額以下の世帯

　①�16歳未満の扶養親族の数×
19,800円

　②�16歳以上19歳未満の扶養親
族の数×7,200円

　（年齢は、平成26年12月31日現在）
▷�幼稚園に同時就園している、ま
たは小学１～３年生の兄・姉が
いる世帯

▷�生活保護法の規定により、保護
を受けている世帯

私立幼稚園児の保護者の皆さんへ
就園奨励費補助金について

各私立幼稚園、教育委員会教育総
務室（☎84－5072）
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　親子が一緒になって、簡単な遊
びを楽しめる水中ふれあい教室
です。
と 　き　６月29日（月）～７月３
日（金）　午後１時～２時

ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対 象者　６カ月～３歳の幼児と保
護者

定　員　10組20人（先着順）
参 加費　１組2,900円（スポーツ保
険料含む）

持 ち物　水着、キャップ、バスタ
　オル
申込開始日　６月１日（月）
申 込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
みください。

　水遊びをしている間に、自然と
水慣れができるようになります。
と 　き　６月29日（月）～７月３
日（金）　午後３時～４時

ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　３歳～小学生未満
定　員　10人（先着順）
参 加費　2,900円（スポーツ保険料
含む）

持 ち物　水着、キャップ、バスタ
　オル
申込開始日　６月１日（月）
申 込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
みください。

と　き　６月11日（木）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　東部地区コミュニティセ

ンター
対 象者　市内在住のおおむね65歳
以上の人や介護予防に関心のあ
る人

参加費　無料
持ち物　上靴
※�体操で使うセラバンドは、こち
らで準備します。

※申し込みは不要です。

　うたごえは脳の活性化を促し、
気持ちを高揚させます。懐かしい
唱歌、歌謡曲、民謡などを皆さん
で唄いましょう。
と　き　６月17日（水）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　野村地区コミュニティセ
ンター

対 象者　おおむね65歳以上の人や
介護予防に関心のある人

参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　６月11日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　山下町集落農業集会所
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
持ち物など　動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　日ごろの介護負担、本人や家族
の将来への不安などを分かち合
いませんか。
と　き　６月26日（金）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい２階研修室
説 　明　健康福祉部高齢障がい支
援室　保健師　藤本泰子

対 象者　高齢者を在宅で介護して
いる人

定　員　20人程度
参加費　無料
申込期限　６月19日（金）
申 込方法　亀山地域包括支援セン
ター「きずな」へ電話または直
接お申し込みください。

　５日間でクロールや平泳ぎを
12.5ｍ～ 25ｍ泳げるように、基本
から丁寧に指導します。
と 　き　６月29日（月）～７月３
日（金）

コース・時間
▷クロール…午前10時～ 11時
▷平泳ぎ…午前11時～正午
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各20人（先着順）
参 加費　各コース2,900円（スポー
ツ保険料含む）

持 ち物　水着、キャップ、バスタ
　オル
申込開始日　６月１日（月）
申 込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
みください。

各種検診・教室

５日間クロール・平泳ぎ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

介護者のつどい
～かめやまホームケアネット～
亀山地域包括支援センター「きずな」

（あいあい　☎83－3575）

赤ちゃんから始める水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

はじめてのプール
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

東部スマイル教室
～セラバンド体操～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

介護予防教室
～健康についてのお話・折り紙制作～
（福）安全福祉会（☎83－1294）

うたごえ喫茶「きぼう」
～健康・長生きへの第一歩～

野村きぼう苑（☎84－7888）

６月30日（火）

６月の納期
（納期限・口座振替日）

市県民税	 第１期
介護保険料	 第２期
市税などの納付は便利で確実な
口座振替をお勧めします。
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　専門医が相談に応じます。秘密
は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と　き　７月２日（木）
　午後１時30分～３時30分（予約制）
ところ　鈴鹿保健所（県鈴鹿庁舎１階）
対 象者　こころに悩みを持つ本人
またはその家族など

費　用　無料
申 込方法　鈴鹿保健所地域保健課

へ電話でお申し込みください。

　市納涼大会（８月１日（土）開催
予定）で行う「市民総踊り」の練習
をします。ぜひお越しください。
とき・ところ　６月14日（日）

市納涼大会
市民総踊りの練習をします

市納涼大会実行委員会事務局
（市民文化部関支所観光振興室
☎96－1215）

こころの健康相談
鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

▷午前９時30分～
　青少年研修センター
▷午後１時30分～
　関文化交流センター
内 　容　亀山音頭、関ふれあい音
頭ほか

募　集

児童手当と
子育て世帯臨時特例給付金

市民文化部保険年金室（☎84－5005）

臨時特例給付金に関する問合先
　厚生労働省専用ダイヤル
　☎0570－037－192（平日の午前９時～午後６時）

　平成27年臨時福祉給付金（簡素な給付措置）に関する案内は
広報かめやま９月１日号でお知らせします。

コ
ソ
ダ
テ

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

子育て世帯臨時特例給
付金の“振り込め詐欺”
や“個人情報の搾取”に
ご注意ください。

児童手当等を振り込みます
現況届を提出してください
　すべての受給者に現況届を６月
１日（月）に発送します。添付書類
をご確認の上、６月30日（火）まで
に提出してください。
　現況届の提出がない場合は、６
月分以降の手当を受けられなくな
る場合があります。
手当を振り込みます
　平成27年２月から５月までの児
童手当と特例給付（受給者の所得
が所得制限限度額以上の人）を６
月５日（金）に各受給者の申請口座
へ振り込みます。
　なお受給者が公務員の場合は、
勤務先から別途支給されます。

「子育て世帯臨時特例給付金」 ６月から申請受け付け開始
　消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時
特例的な給付措置として、子育て世帯臨時特例給付金を支給し
ます。
支給要件
▷平成27年６月分の児童手当を市から受給される人
※�特例給付（児童手当の所得制限限度額以上の人に、児童１人当
たり月額5,000円を支給）を受給される人は、対象となりません。
▷公務員で、住民票が亀山市（平成27年５月31日時点）にある人
※勤務先から案内がありますので、そちらもご確認ください。
対 象児童　支給対象者の平成27年６月分の児童手当の対象とな
る児童
※�臨時福祉給付金の対象となる児童や生活保護制度の被保護者
にあたる児童も対象となります。

支給額　対象児童1人につき3,000円
そ の他　詳しい案内と申請書は、支給対象者（公務員以外）へ現
況届に同封して郵送します。
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前９時～午後５時
申 込方法　消防本部、関分署、北東
分署に備え付けの申請書に必要
事項を記入の上、受講料を添え
て消防本部予防室へお申し込み
ください。

※�申請書は、市ホームページから
もダウンロードできます。

　年齢の違う人たちと一緒にさ
まざまな体験活動を通して、楽し
みながらも規律正しい生活習慣
を育みませんか。
と 　き　８月18日（火）午前９時30
分～８月21日（金）正午（３泊４日）

ところ　鈴鹿峠自然の家
対象者　小学４～６年生
募集人数　30人程度
※応募者多数の場合は抽選
参加費　4,500円
申 込期間　６月29日（月）～７月
10日（金）

申 込方法　教育委員会生涯学習室
へ電話または直接お申し込みく
ださい。

主　催　亀山市青少年育成市民会議

　ゆかたの着付け・帯結びの基本
を学び、今年の夏は、自分でゆか
たを着て出掛けませんか。
と　き　７月15日（水）、22日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　青少年研修センター和室
講 　師　ＮＤＣ近代和装教育連盟
所属講師　坂　美絵さん

対 象者　市内に在住・在勤・在学す
る16歳以上の人

定　員　10人
※応募者多数の場合は抽選
受講料　500円
持 ち物　ゆかた、ゆかた用帯、腰ひ

も３本、伊達締め１本
申込期限　６月20日（土）
申 込方法　住所、名前、年齢、電
話番号を記入の上、ファクス、
はがき、またはＥメール（ �
kameyamakouza@za.ztv.ne.jp）
で中央公民館（〒519－0151　若山
町７－10）へお申し込みください。

※�託児を希望する人は、お子さん
の名前（ふりがな）、年齢を記入
の上、お申し込みください。

　市道の草刈活動は、これまで自治
会のみが支援事業の対象でしたが、
より一層の道路の美化を目的とし
て、対象団体を広げました。参加を
希望する団体は、建設部維持修繕室
へご連絡ください。
支援事業対象団体
　自治会、婦人会、老人会、水利組
合、ＰＴＡ、市民団体、その他これ
に準ずる団体

　ホームページ「亀山市民ネット」
（URL�http://www.shimin-kyodo.
sakura.ne.jp/shiminet/）で市内の
市民活動団体を紹介しています。
保健医療、福祉、社会教育など14の
カテゴリーに分類され、子育て支
援グループや陶芸サークルなど、
各グループの詳細や写真も掲載し
ています。登録ができるのは、市内
で活動しているグループです。
　登録は随時募集していますが、
次の日程で説明会を開催します。
この機会に、まだ登録をしていな
いグループは、ぜひご登録ください。
と　き
▷６月30日（火）　午後２時～
▷７月２日（木）　午後６時30分～
※いずれも約１時間程度
と ころ　市民協働センター「みら
い」２階大会議室

　一定規模以上の店舗や工場な
どは、防火上必要な業務を行うた
め防火管理者を選任することが
義務付けられています。この資格
を取得するための甲種防火管理
者資格取得講習会を開催します。
と　き　７月18日（土）、19日（日）
　　　　午前９時30分～午後４時
※２日間の受講が必要です。
ところ　市消防庁舎
定　員　50人（先着順）
受講料　4,000円（テキスト代含む）
申込期間
▷市内在住者・事業所
　６月22日（月）～７月３日（金）
▷そのほかの人
　６月29日（月）～７月３日（金）
※�土・日曜日を除く、いずれも午

亀山市民ネット
登録グループ募集

市民文化部文化振興局共生社会
推進室（☎84－5066）、市民協働
センター「みらい」（☎84－5800）

「ゆかたにチャレンジ」受講生募集
中央公民館

（☎83－5300、FAX 82－7315）

甲種防火管理者
資格取得講習会受講者募集
消防本部予防室（☎82－9492）

市道の草刈活動を行う団体を
募集しています

建設部維持修繕室（☎84－5129）

５月29日～６月３日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「ＡＫＰ募集・市民大学キラリ」
●エンドコーナー（みずほ台幼稚園②）

６月５日～10日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「廃棄物の不法投棄をなくしましょう」
●エンドコーナー（ササユリ）
※�午前６時～午前０時まで30分
番組（文字情報を含む）を繰り
返し放送しています。なお、放
送内容を変更する場合があり
ますので、ご了承ください。

サマーキャンプ参加者募集
教育委員会生涯学習室

（☎84－5057）

22 広報かめやま　平成27年6月1日号



市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※（　）内は昨年比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成27年交通事故発生状況
（4月末現在・亀山署管内）

55件（－3件） 2人（＋2人） 71人（－3人） 479件（－10件）

～梅雨（雨天）時の交通事故防止について～
　雨の日は、視界が悪くなるうえ路面も滑りやすくなり、スリップ事故
や追突事故が多発するようになります。
　特に雨の日は、スピードを控えめにし、車間距離を十分にとって慎重
に運転しましょう。また、車の点検（タイヤ、ブレーキ、ワイパーなど）も
忘れないようにしましょう。

ところ　あいあい２階大会議室
講　師　（公財）モラロジー研究所
　社会教育講師　河村真利子さん
テ ーマ　プラス思考になるヒント！
　人生はもっとたのしくなる！
内 　容　人生の真の幸福と道徳心
を育む生涯学習

参加費　1,500円
問合先　亀山モラロジー事務所
　（櫻井　☎090－5627－7244）

　第15回を迎えた亀山童謡フェ
スタの出場者を募集します。どな
たでも出場できます。親子での出
場も歓迎です。
と　き　11月14日（土）�午後１時30分～
ところ　市文化会館
※�曲目は童謡を中心とした曲で
文部省唱歌や叙情歌などでも
構いません。３曲以内で１団体
５分以内とします。

申込期限　７月20日（祝）
問合先　森下（☎82－3530）

　地域の人々に「こころの病」や
「精神障がい」について理解して
いただき、ともに理解し合い、誰
もが暮らしやすい地域づくりを
目指して開催します。
と　き　６月25日（木）

　　　　午後１時～３時50分
と ころ　鈴鹿市文化会館けやき
ホール

内 　容　特別記念公演（鈴鹿厚生
病院院長�中瀬真治さん）、当事
者体験発表、名張市障害者地域
生活支援センターひびき「オレ
ンジヴォイス」によるコーラス、
福祉事業所による作品展示販売

参加費　100円（資料代）
※申し込みは不要です。
問 合先　鈴鹿厚生病院地域医療セ
ンター（☎059－382－1401）

着付け
とき・ところ
▷�６月～８月の第１・３月曜日と
第２・４水曜日…市民協働セン
ター「みらい」

▷�６月～８月の第１・３土曜日…
関文化交流センター

※いずれも午前10時～正午
参 加費　１回500円（３カ月分を
まとめてお支払いください）

やさしい組みひもと手織り
と　き　第２・４水曜日
　　　　午後１時～３時
ところ　市民協働センター「みらい」
参加費　１回1,000円
申 込・問合先　ＮＰＯ着付け三重
代表（草川� �☎090－7046－2329）

　ゲームやフリーマーケット、お
たのしみ工作コーナーもあり、大
人も子どもも楽しめます。
と　き　６月13日（土）
　午前10時30分～午後２時30分
と ころ　青少年研修センター１階
集会場、調理室

問合先　亀山こども劇場（☎83－3534）

と　き　６月14日（日）
　　　　午前10時～午後２時頃
　　　　（小雨決行）
集合場所　西野公園南側駐車場
コ ース　西野公園→楠平尾・ササ
ユリの里（昼食）→西野公園

参加費　１人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食や雨具はご持参ください。
※申し込みは不要です。
問合先　亀山あるこうかいクラブ
　　（不破　☎090－7864－3343）

と　き　６月18日（木）
　　　　午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容　シベリア抑留（その１）
　　　　（語り部　森美佐子さん）
※申し込みは不要です。
問合先　亀山宿語り部の会事務局
　　　　（近藤　☎82－4657）

と　き　６月21日（日）
　　　　午後１時～４時45分

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

「亀山宿語り部」の楽しい話

モラロジー生涯学習セミナー

第41回三家連精神保健福祉大会

亀山こども劇場
第17回こどもわいわいまつり

亀山あるこうかいクラブ
～ササユリの開花をめでる～

亀山童謡フェスタ 出場者募集

ＮＰＯ着付け三重 受講生募集
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市の人口　5月1日現在　●総人口 49,840人（前月比＋40）　●男 24,934人（前月比＋36）　●女 24,906人（前月比＋4）　●世帯数 20,633世帯（前月比＋57）

広報かめやまは、古紙パルプ配合率80％、白色度80％の再生紙および植物油インキを使用しています。

「道の駅」関宿お客様感謝祭
　「道の駅」関宿のリニューアルオープン２周年を記念して、お
客様感謝祭が開催されました。会場では、マグロの解体ショー
が行われ、見事な包丁さばきに観客は拍手を送っていました。

5
10

　亀山里山公園「みちくさ」で春のイベント
が開催され、多くの家族連れなどが訪れま
した。ザリガニ釣りや池干し体験などが行
われ、里山の自然に触れながら、春の一日を
楽しんでいました。

亀山里山公園「みちくさ」
春のイベント5

10

天文台「童夢（どーむ）」
５周年記念 春のイベント

　鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」の開設５周
年を記念したイベントが開催されました。参
加した子どもたちは、三重大学教育学部教授
（元JAXA招

しょう

聘
へい

研究員）伊藤信成さんの宇宙
の話を熱心に聞いたり、大型望遠鏡を使って
月を覗

のぞ

いたりしていました。

5
23

　第11回亀山市民文化祭・文化会館フェスタ2015
が市文化会館で開催されました。文化活動をさ
れている皆さんが、舞踏や楽器演奏などの舞台
発表の部、絵手紙や盆栽、写真などの作品展示の
部などに分かれ、日ごろの成果を発表しました。

第11回亀山市民文化祭・
文化会館フェスタ20155
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